
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  撤去作業の内容 

（１）処理方法 

① 残置産業廃棄物を掘り起し、重機で篩
ふる

い、さらに目視による手作業で分別します。 

② 篩
ふるい

の上は、木くず・コンクリートがら・プラスチック・金属・自然石・雑物類に分けま

す。この内、雑物類は最終処分場に埋め立て、自然石は再利用し、他は廃棄物処理施設で

中間処理を行います。 

③ 篩
ふるい

の下は、最終処分場に埋め立てるほか、セメント原料として再資源化します。 

（２）推定処理量と処理先・運搬事業者                                       

          本事業全体の進捗管理は、各事業者の代表である㈱源建設が当たります。   

総処理量 木くず コンクリートがら プラスチック 金属 自然石 雑物類 汚泥 
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（推計、単位：ｔ） 
１，０５５ ２，２０４ １０ １７４ ２００ ７７ ７，４８０ 

処理区分 廃棄物処理施設で中間処理 再利用 
最終処分場に

埋め立て 

最終処分場に

埋め立て、セ

メント資源化 

処理先 

㈱源建設 

（吉川区） 

※運搬も兼

ねる 

㈱三商 

（清里区） 

※運搬も兼

ねる 

上越マテリアル㈱ 

（保倉区） 

㈱源建設 

（吉川区） 

・最終処分場…㈱アイザ 

ック・オール（富山市） 

・セメント資源化…明星

セメント㈱糸魚川工場

（糸魚川市） 

  ・運搬事業者（上記以外）…㈱アイザック・トランスポート（富山市） 

 

２  作業期間と作業時間 

      作業期間は平成 29 年 8 月 28 日から最長で平成 30 年 11 月 30 日まで、作業時間は午前 8 時か

ら午後 5時まで 

        ※作業は月曜から土曜までとします。 

※平成 29 年 12 月初旬から平成 30 年 4 月末までの間は、現地における作業は行いません。 

 ※お盆（平成 30 年 8 月 13 日～16 日）は休止します。 

 

３  運搬車両の通行に関する事項    ※運行経路は、別紙「産業廃棄物撤去運搬車両の運行経路」のとおり 

① 運搬車両の現場の出入りは午前 8 時から午後 4 時 30 分までとします。 

 

 

 

 

② 大東から大西までは、通学時間帯の午前 7 時 15 分から 7 時 45 分までの間は運行しませ

ん。 

③ 使用する車両は、1 日最大 15 台以内、作業期間内の平均は 1 日 7 台となります。 

④ 運搬車両は、法定速度を遵守するとともに、歩行者、一般車両等とのすれ違いに注意し、

安全運行に努めます。なお、下校時間帯は特段の注意を払います。 

⑤ トラックの助手席のフロントガラスに「宮崎新田廃棄物撤去車両」の表示を掲示する 

ほか、運行経路上に「スピードダウン」など、のぼり旗を掲出し、注意喚起を行います。 

⑥ 車両の誘導員を米本陣入口の手前の現場進入道路入口、また多能池線と石山線のＴ字路

にそれぞれ 1名配置し、地域内の円滑な交通を確保します。 

   

４  周辺環境に対する配慮事項 

  （１）生活環境に対する影響の防止 

        ① 使用する重機は、排出ガス対策型及び低騒音・低振動型を使用します。 

また、作業期間中は、米本陣及び大東地内で騒音測定を毎月 1回実施します。 

        ② 降雨時の作業においては、掘削場所及び搬出前の保管中の廃棄物については、シート 

掛け等の養生を行うほか、降雨の状況によっては作業を中止します。なお、現在、年 3 

     回行っている水質検査に加え、撤去作業期間の前後及び期間中は毎月検査を行います。 

        ③ 強風時には廃棄物が飛散しないよう、必要に応じてシート掛けや散水を行い、風の状 

           況によっては作業を中止します。 

        ④ 運搬中、廃棄物の飛散防止等のため、荷台のシート掛け等を行います。 

  （２）環境モニタリング結果等の周知 

        ① 騒音測定・水質検査の結果及び事業の進捗状況については、三和区総合事務所だより 

に随時掲載するほか、市ホームページでも公表します。 

 

５  現地視察会の開催 

        残置産業廃棄物の撤去状況を確認していただくため、今年度の作業が終盤を迎える 11 月中

旬ころと、来年度の廃棄物撤去が完了した時点の 2 回、現地視察会を予定しています。具体的

な日時は別途お知らせします。 

        ※ 現場内では、重機による作業や運搬車両の出入り等で危険ですので、現地視察会以外 

は立ち入らないよう、ご理解とご協力をお願いします。 

 

【問合せ】 

      不明な点等がありましたら、次の部署へお問い合わせください。 

        ① 三和区総合事務所 市民生活・福祉グループ              電話 532-2323 

        ② 自治・市民環境部 生活環境課 汚泥リサイクルパーク     電話 520-2088 

 

三 和 区 宮 崎 新 田 市 有 地 内 産 業 廃 棄 物 の 撤 去 に つ い て 

〇三和区宮崎新田地内に積み置かれた産業廃棄物の撤去について、8 月 28 日（月）午前 8

時から作業を開始します。 

〇撤去作業に当たりましては、交通事故の防止及び周辺環境に影響を与えないよう細心の注

意を払いますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。 


